
在宅進行性筋萎縮症者指導事業

診察
現在の病状等について、問診で
確認を行い、日常生活での注意点、
医療機関の受診に関して助言

訓練
日常生活動作に関する助言、
日常生活で行えるストレッチ運動
等について助言

相談
各種福祉制度の利用に関して
助言、当事者の立場からの助言

岩手県にお住まいの筋ジスロトロフィー・ミオパチーの方に対して、
専門医による診察、理学療法士による訓練方法の助言、相談員による
福祉制度の利用に関する助言などを行う相談会を開催しています。

資料№６



事業の経緯

• 県内には、筋ジストロフィー・ミオパチーに対する
専門医療機関がないため、宮城県仙台市の仙台西
多賀病院、筋ジストロフィー協会岩手県支部の協力
を得て、昭和５５年から岩手県でおこなっている事業
です。

• 県内４ブロック6か所で開催しています。

地 区 場 所 日 程 会 場

県北ブロック第１回 一戸町 ７月11日（金） 一戸町総合福祉センター

沿岸ブロック 釜石市 ８月７日（木） 独立行政法人国立病院機構釜石病院

県南ブロック 一関市 ９月２日（火） 独立行政法人国立病院機構岩手病院

県北ブロック第２回 久慈市 ９月９日（火） 久慈地区合同庁舎

県央ブロック第１回 盛岡市 10月20日（火） 独立行政法人国立病院機構盛岡医療ｾﾝﾀｰ

県央ブロック第２回 盛岡市 10月30日（金） ふれあいランド岩手

【令和７年度実績】



対象者

〇 対象者は進行性筋萎縮症者（筋原性の
筋疾患）の方に限ります。

 例：筋ジストロフィー、ミオパチー

〇 神経原性の筋疾患の方は対象外です。

 例：脊髄性筋萎縮症、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化
症）、ニューロパチー、原発性側索硬化症、  
多発性硬化症、ｼｬﾙｺｰ・ﾏﾘｰ・ﾄｩｰｽ病等



相談会の流れ

①受付・問診

②診察

③訓練

④相談

※ 全会場、参加者ごとに受付時間を指定させていただきます。
※ 当日の進行状況により、順番が変わる場合があります。

県センター職員が生活状況や困りごとについて聴取します。

専門医が病状を確認し、生活上の注意点等助言します。
専門病院の受診や、検査入院の相談にも対応します。

理学療法士が日常生活動作やリハビリ、補装具の使用等
について助言します。

医療社会事業士が福祉制度の利用について助言します。
福祉相談員（筋ジス協会）が当事者の立場から助言します。



依頼事項

• 事業日程が決まりしだい通知を発出します。期日
までに対象者の報告をお願いします。

• 各実施日の２週間前には、参加者の報告をお願
いします。

• 会場をお借りする手続きについて、御協力をお願
いする場合があります。

• 当日の立ち合いにより、各市町村の福祉サービス
などの情報共有をお願いします。

☆ 対象者への事業周知にご協力をお願いします。
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